
沼田町建設工事等に係る入札金額の見積内訳書事務処理要綱 

 

平成２７年６月１日 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、競争入札の透明性を確保するため、工事及び設計、測量、

地質調査その他の工事に係る委託業務（以下「工事等」という。）の入札（見

積）書に添付する見積内訳書について、必要な事項を定める。 

 

（対象工事等） 

第２条 入札金額の見積内訳書の提出は、沼田町が発注する工事等のうち競争

入札に付すものを対象とする。 

 

（見積内訳書の提出） 

第３条 内訳書の提出が必要な入札については、「指名競争入札の執行について」

「見積書の提出について」にその旨を記載することとする。 

見積内訳書の提出については、入札日に入札書と見積内訳書（入札書を前

面にして）をホッチキス留め（左上に）し、同じ封筒に封入して提出するこ

ととする【別紙参考】。 

なお、第１回入札にて落札者とするべき入札がなく、再度入札する場合は、

見積内訳書の提出は不要とする。 

 

 （見積内訳書の審査） 

第４条 見積内訳書の審査については、予定価格内かつ最低制限価格が設定さ

れている場合は最低制限価格以上である者の内、最低額の方を落札予定者と

し、その落札予定者の見積内訳書のみ審査することとする。なお、第５条に

該当した場合は、入札を無効とし、２番札の業者を落札予定者として、見積

内訳書の審査をすることとする。 

 

（未提出又は未提出と同等と認められる場合） 

第５条 見積内訳書の未提出又は未提出と同等と認められる場合は、次に揚げ

るとおりとする。 

（１）工事名、業者名又は代表者名が未記入又は誤りがあり入札書と同一性が

判別できない場合 

（２）見積内訳書の全部又は一部が提出されていない場合 

（３）提出された書類が見積内訳書以外の書類等の場合 



（４）他の工事の見積内訳書が提出された場合 

（５）見積内訳書として提出された書類が白紙である場合 

（６）見積内訳書が特定できない場合 

（７）総額の記載のみで内訳の記載が全部又は一部ない場合 

（８）見積内訳書に押印（押印は沼田町に届け出た印鑑）がない場合 

 

 （提出された見積内訳書） 

第６条 提出された見積内訳書は返却しないものとする。また、談合があると

疑うに足りる事実があった場合は、内訳書を公平取引委員会等に提出する場

合があるとする。 

 

   附 則 

この要綱は、平成２７年６月１日から施行する。 

 

 

 

【別紙参考】 

 

【別紙】

平成　　年　　月　　日

（入札者） 住 　 所

　　　　　 会 社 名

　　　　　 代表者名 　　㊞

次のとおり、入札金額の内訳を提出いたします。

備　考

沼田町長　金　平　嘉　則　様

△ △ 工

□ □ 工

× × 工

◎ ◎ 工

工事価格（税抜）　（合計）

入札金額内訳書

入札番号

工事（業務）名

第　　　　　号

工　種　等 金　　　額（円）

○ ○ 工 ａ

Ａ（a+b+c+d+e+f）

● ● 工

直接工事費　　　（計）

共通仮設費

現場管理費

一般管理費

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ

※消費税額は含みません。

ｂ

C

ｄ

e

f

入札金額内訳書 記入例

入 札 書

１ 入 札 番 号

２ 工事（業務）名

入札書を前面にする。

ここにホッチキス留めして下さい。

入札金額内訳書を2枚目にする。


